
放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
月日

ヒアリング等での回答

1
適合性確認整理表の凡例◎の案件について、事業者の品質保証活
動で確認したプロセスについて、品質マネジメント計画書のどの項目
に基づき実施したものか説明すること。

原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネ
ジメント計画書の７．１業務の計画に基づき、各課の課内技術検討会
等において適合性確認整理表の◎案件に係る確認を実施している。
なお、本件については令和5年5月30日の審査会合でのコメントの通
り、過去の設工認の内容について、別途説明することとする。

R5.5.19
R5.6.1
資料　処理場－２２３－１

2
原子炉設置変更許可申請書と適合性確認整理表での設備・機器名
称の読み替え（排気設備と換気設備の違い）について説明すること。

原子炉設置変更許可申請書においては、「排気設備」と「換気設備」を
使い分けて記載している。排気設備は換気設備に含まれることから、
適合性確認整理表では「換気設備」として記載している。

R5.5.19
R5.6.1
資料　処理場－２２３－１

3
試験炉技術基準規則への適合性説明について、試験炉技術基準規
則のオウム返しになっているところについて、全体的に見直しを図り、
必要な補足を審査会合資料上に追記すること。

試験炉技術規則への適合性の説明について、「資料　処理場－２２３
－２」の修正案のとおり、説明を追記することとする。

R5.5.19
R5.6.1
資料　処理場－２２３－２

4
安全施設と安全設備の許可の整合性の観点を含め、これまでの機構
としての考え方を確認し説明すること。

原子力科学研究所では許可基準規則に基づく安全施設のうち、安全
機能の重要度分類クラス２以上に該当する設備が安全設備に該当す
ると考えている。一方、放射性廃棄物処理場において許可との整合性
の観点から金属溶融設備及び焼却・溶融設備の圧力逃し機構につい
て、技術基準規則に適合させることとし、設工認申請を行っている。

R5.5.19
R5.6.1
資料　処理場－２２３－１

5
【No.4回答に対するコメント】
技術基準規則の要求というだけではなく、放射性廃棄物処理場の許
可の記載も踏まえ、丁寧に整理すること。

JAEAとしての安全設備の考え方及び廃棄物処理場における安全施
設への要求事項に対する対応の整理について再度確認して説明する
こととする。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－２

6

【安全避難通路等】（設工認申請書への追記）
技術基準規則第20条第3号については、処理場には設計基準事故は
ないため、第3号の適合は不要で、許可整合の観点で説明したほうが
よい。設工認申請書の記載について、許可整合の観点で整理し、記
載を検討すること。

技術基準規則第20条第3号について、設計基準事故はないため適合
性の評価は不要とし、許可整合の観点から異常が発生した場合に使
用する照明器具を配置していることを申請書に記載する。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

7

【安全避難通路等】（審査会合参考資料に追記）
安全避難通路等に含まれる設備については、建築基準法を満足する
よう設置している旨が分かるよう、参考資料に示すこと。（数量、場
所、照度等）

避難用照明等について建築基準法に定める必要な照度等を満足して
いることを別途説明することとする。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１
参考資料

8
【安全避難通路等】（審査会合参考資料に追記）
点灯時間についても、避難に必要な時間である旨（最も距離があると
ころから避難するために要す時間）を参考資料に示すこと。

避難用照明等の点灯時間（10分以上）について、法令要求ではなく、
各施設の最も距離があるところから避難するための時間を考慮して設
定している。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１
参考資料

令和5年10月5日
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放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
月日

ヒアリング等での回答

令和5年10月5日

9
【安全避難通路等】（設工認申請書への追記）
予備電源と内蔵する蓄電池等から給電するものがあるため、施設ご
とに書き分けをすること。

全ての施設の避難用照明の給電方法（蓄電池、予備電源）について
整理し、設計仕様に記載する。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

10

【処理前、発生廃棄物保管場所】（ヒアリングにて説明）
処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所について、技術基
準規則第36条第1号の「通常運転時に発生する・・・容量」の観点か
ら、廃棄物の出入りが分かるフローを示し、最大保管本数の考え方を
説明すること。

各施設からの発生量、処理、処理後の廃棄物量に係るフローを示し、
処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の最大保管本数に
ついて十分な裕度を有していることを別途説明することとする。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－３

11

【処理前（固体廃棄物一時保管棟含む）、発生廃棄物保管場所】（設
工認申請書への追記）
技術基準規則第36条第1項第3号について、適合する必要がない理
由を記載すること。

技術基準規則第36条第1項第3号への適合性の評価が不要の理由と
して以下を申請書に記載する。
・第８編及び第９編の申請対象設備に保管する廃棄物には、核燃料
物質及び使用済燃料はないことから、崩壊熱及び放射線の照射によ
り発生する熱を考慮する必要はない。
・化学薬品についても、発生元で中和を行ったうえで容器に収納する
ことから、著しく腐食するおそれはない。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

12
【処理前、発生廃棄物保管場所】（ヒアリングにて回答）
処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所について、新規制
基準前の状況（規制対象かどうか等）について、説明すること。

技術基準規則第36条第1項第1号及び第2号の処理前廃棄物保管場
所及び発生廃棄物保管場所の構造及び容量について、新規制基準
を受け、規制対象となったことから、許認可対応が必要となったもので
ある。

R5.6.1
R5.6.23
資料　処理場－２２５－２

13

【固体廃棄物一時保管棟】（設工認申請書への追記）
固体廃棄物一時保管棟において、周辺監視区域境界の空間線量率
が他施設と比較して十分小さいため、影響は無視できるとしている
が、他施設との比較ではなく、評価値を定量的に記載し、1mSv/年と
の比較を行うこと。また、50μGy/年以下についても定量的に記載す
ること。これらを踏まえ、許可との整合性のところに、許可書の添付書
類八方針14の設計方針を追加すること。

固体廃棄物一時保管棟で保管する可燃性固体廃棄物からの直接ガ
ンマ線及びスカイシャインガンマ線の放射線影響による人の居住の可
能性のある敷地境界外における空間線量率が1mSv/年及び50μGy/
年を下回ることを遮蔽計算書により確認している。また、原子炉設置
変更許可申請書の添付書類八の方針14の設計方針に対する整合性
を申請書に記載する。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

14

【固体廃棄物一時保管棟】（設工認申請書への追記）
本施設は、炉施設として許可を得た施設であることから、耐震計算方
針書の添付が必要となる。また、方針書の記載内容についても、地盤
の支持力や耐震に係る保有水平耐力等、定量的に示すこと。（耐震
に係る審査ガイド等を参考に）

固体廃棄物一時保管棟の耐震計算方針書を申請書に添付する。
方針書において許容応力度、保有水平耐力、接地圧が基準値を満た
していることを確認している。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

15

【固体廃棄物一時保管棟】（設工認申請書への追記）
第36条第2項汚染が広がらないようにするといった要求事項につい
て、廃棄物の搬入時（シャッター開放時）においても、これを満足する
必要があり、運用対応とセットで担保するというのであれば、その旨を
設工認申請書に記載すること。

技術基準規則第36条第2項の適合性について、汚染の広がりを防止
するため、廃棄物の搬入口（鋼製のシャッターにより閉止）以外、開口
部のない構造とすることに加え、廃棄物の搬入時等でシャッタを開放
する際は、シャッター開放前に金属製容器の保管状況に異常がない
ことを確認することを保安規定又は下部規定に定めることを申請書に

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１
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放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
月日

ヒアリング等での回答

令和5年10月5日

16

（審査会合論点）
第9条（不法侵入対策）について、処理場は原子炉を設置する施設が
ないため、運用対応で整理したという当時の考え方は理解したが、安
全機能の観点も踏まえて再度整理し、説明すること。

放射性廃棄物処理場の各施設は、安全施設として位置付けているも
のの、原子炉を設置する施設はなく、リスクが高いα固体廃棄物を取
り扱う施設も有していない。また、保管廃棄施設についても核物質防
護上、区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する施設は有していないことから、原子
炉を有する施設（STACY）やα固体廃棄物を取り扱う施設（大洗廃棄
物管理施設）等とのリスクの違いを考慮し、運用対応として整理したも

R5.6.1
R5.6.23
資料　処理場－２２５－３

17

（設工認申請書への追記）
第11条（機能の確認等）について、運用対応で整理するとのことだ
が、これまでの処理場の設工認申請の状況も踏まえ、許可整合の観
点から整理して説明すること。

技術基準規則第11条の適合性について、過去の設工認申請において
は設工認その４以外、本条項を適用外として申請しているが、許可整
合性の観点から改めて考え方を整理し、設工認その９については適
合条項とすることとする。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－２

18

【処理前（固体廃棄物一時保管棟含む）、発生廃棄物保管場所】（設
工認申請書への追記）
処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所について、第15条
第4項への適合が不要という説明を追加すること。

技術基準規則第15条第4項への適合性の評価が不要の理由として以
下を記載する。
・第８編及び第９編の申請対象設備に保管する200ℓドラム缶等の容器
表面に汚染がないことを確認した上で保管している。
・廃棄物保管場所は静的設備であるため、放射性廃棄物の漏えいの
おそれはない。なお、第２廃棄物処理棟の処理前廃棄物収納セルに
ついては、人が頻繁に出入りする場所ではない。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

19

【処理前、発生廃棄物保管場所】（設工認申請書への追記）
処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の第6条への適合
は、建家で確保しているということだが、建家の室内に設ける保管場
所と箱型の保管場所でも違いがあるため、書き分けて既認可で問題
ない旨の説明を追記すること。

技術基準規則第6条への適合性の評価が不要の理由として、以下を
申請書に記載する。
・建家の室内を保管場所としているものと、室内に箱型の保管場所を
設置しているものがあるが、どちらも閉じ込め機能は建家で確保して
おり、各建家（一部セル）の耐震重要度に応じて算定した静的地震力
が作用した場合においても、建家の健全性は確保されることから、公
衆に放射線障害を及ぼすおそれはない。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

20
【固体廃棄物一時保管棟】（設工認申請書への追記）
第16条第2項第3号（自重や熱応力）について、適合不要という説明を
記載すること。

技術基準規則第16条第2項第3号への適合性の評価が不要の理由と
して、以下を申請書に記載する。
・建家の耐震計算における許容応力評価で自重を考慮しており、影響
を受けるおそれはないことを確認している。
・熱の発生を伴う処理設備を有しない。

R5.6.1
R5.6.16
資料　処理場－２２４－１

21

【全体】（審査会合参考資料に追記）
第11条については、機能維持のための保守又は修理の観点も踏ま
え、定期事業者検査等でどのような検査等を行っていくのか説明する
資料を審査会合資料の参考資料として追加すること。

各編の該当設備の機能維持のための試験又は検査に加え、保守又
は修理について、施設管理実施計画に基づく定期事業者検査又は点
検等の内容を参考資料に追記する。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１
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放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
月日

ヒアリング等での回答

令和5年10月5日

22

【圧力逃し機構の設置】（設工認申請書への追記）
第21条第3号への適合性については、既認可部（例えば、金属溶融
設備における圧力逃し機構以外の機器）も含めて要求事項を満足し
ていることを追記し、記載の充実を図ること。

技術基準規則第21条第3号への適合性について、金属溶融設備及び
焼却・溶融設備の圧力逃し機構以外の機能（既認可分）の説明を申請
書に記載する。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１

23
【全体】（設工認申請書への追記）
第11条を適合させるとのことで、許可との整合性の説明に、許可書の
方針10第４項を追記すること。

各編の原子炉設置変更許可申請書との整合性の説明資料に許可書
の方針10第４項を追記する。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１

24

【No.13に対するコメント】（設工認申請書への追記）
固体廃棄物一時保管棟のみの定量評価で1mSv/年を下回ること及
び50μGy/年以下を示しているが、他の保管廃棄施設からの影響も
含めた合算値でも1mSv/年を下回ること及び50μGy/年以下であるこ
とを示すこと。

他の保管廃棄施設からの寄与を合算した場合においても、人の居住
の可能性のある敷地境界外の評価点における実効線量は、それぞれ

4.8×10-3mSv/年、4.8μGy/年であることを申請書に追記する。
R5.6.16

R5.6.23
資料　処理場－２２５－１

25
【固体廃棄物一時保管棟】（設工認申請書への追記）
遮蔽計算において、壁厚を考慮しているのであれば、本文の設計仕
様に壁厚を追記すること。

本文「３．設計」の表-9.2の「構造」欄に壁厚が0.2mであることを明記す
る。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１

26

【固体廃棄物一時保管棟】（設工認申請書への追記）
設計仕様に記載している構造の説明は、設計仕様ではなく新たに耐
震改修が不要という経緯となっている。技術基準規則第5条及び第6
条の要求を満足しているという定量的な説明となるよう記載を改める
こと。

設計仕様の記載方法について、設工認申請書（その９）第９編本文の
設計仕様を、技術基準規則第5条及び第6条の要求事項を満足してい
ることが分かるよう見直しを行う。なお、定量的な評価結果は、耐震計
算方針書に追記する。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１

27

【圧力逃し機構の設置】（設工認申請書への追記）
第12条第1項第1号への適合性の説明で、高温環境下とは何℃なの
か、処理に伴って発生するガスはどのようなものかを追記し、現在の
材質で問題ない旨の説明ができるよう記載の充実を図ること。

技術基準規則第12条第1項第1号への適合性について、金属溶融設
備及び焼却・溶融設備の運転中の炉内の雰囲気温度及び処理中に
発生するガスに対して、現在の材料で問題ない旨を追記する。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１

28

【圧力逃し機構の設置】（ヒアリングでの回答）
第15条第2項への適合性の説明で、捕集効率99%以上の高性能フィ
ルタを設けているとあるが、捕集効率が99%以上で問題ないという理
由を説明すること。

金属溶融設備及び焼却・溶融設備に設ける圧力逃し系統の高性能
フィルタは、放射性エアロゾル用高性能フィルタで、日本産業規格JIS
Z 4812に基づくものである。本フィルタの捕集効率（99%以上）は、原子
力施設の排気系統で広く使用されている高性能フィルタと同等の性能
を有するものであることから、問題ないものと考える。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－４

29
（第２回審査会合資料への追記）
冒頭に第１回審査会合での論点整理表を追加し、第２回審査会合で
回答する論点が分かるようにすること。

第１回審査会合での論点整理表を冒頭に追加する。 R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１
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放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
月日

ヒアリング等での回答

令和5年10月5日

30
（第２回審査会合資料への追記）
品質保証に関する許可との整合性の説明が必要となるため、第２回
審査会合資料に追加すること。

許可書に記載した品質管理計画に対する整合性の説明として、「原子
力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメ
ント計画書(QS-P10)」に基づく設計及び工事の品質管理のプロセスに
ついて審査会合資料に追加する。

R5.6.16
R5.6.23
資料　処理場－２２５－１

31

【No.16に対するコメント】（第２回審査会合資料への追記）
第9条（不法侵入対策）の適用について、安全重要度分類や核物質防
護上のリスクに応じた考え方がわかりづらいため、施設間の違いを詳
細に整理すること。

第２回審査会合の論点として別途資料を作成して説明する。 R5.6.23
R5.7.4(第2回審査会合）
資料１－２

32

【全体】（設工認申請書への追記）
第11条（機能の確認等）への適合について、該当設備の機能維持の
ための保守又は修理（定期事業者検査又は点検等）の内容を各編に
追加すること。

各編の該当設備の機能維持のための保守又は修理について、施設
管理実施計画に基づく定期事業者検査又は点検等の内容を各編に
追加する。

R5.6.23 R5.7.4(第2回審査会合）

33

【固体廃棄物一時保管棟】（設工認申請書への追記）
定量評価の人の居住の可能性のある敷地境界外の空気カーマの50
µGy/年以下について、正確には許可申請書上の記載であるため、記
載を見直すこと。

設計条件について追記内容の見直しを行う。 R5.6.23 R5.7.4(第2回審査会合）

34

【No.28に対するコメント】（ヒアリングでの回答）
金属溶融設備及び焼却・溶融設備の圧力逃し機構の捕集効率99%以
上の高性能フィルタ（HEPAフィルタ）について、直列で2つ並べることを
不要としている根拠について説明すること。

設計当時の考え方を含めて改めて確認を行う。 R5.6.23

35
（第２回審査会合資料への追記）
第１回審査会合での論点整理表について最新の方針を踏まえて回答
内容を見直すこと。また、説明資料や頁番号を明確に示すこと。

第１回審査会合での論点整理表の記載を見直す。 R5.6.23 R5.7.4(第2回審査会合）

36
【No.30に対するコメント】（ヒアリングでの回答）
品質管理計画に対する整合性の説明についてはヒアリング資料とし
て整理すること。

ヒアリング資料として送付する。 R5.6.23

37
【別表２適合性確認整理表の◎、★について】
第5条（地盤）への適合について、杭の許容支持力に対し、建家側の
軸力が満足していることを示す資料を追加すること。

拝承。廃棄物保管棟・Ⅰの構造計算書を追加する。 R5.9.5
R5.9.13
資料　処理場－２２７－１
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放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
月日

ヒアリング等での回答

令和5年10月5日

38
【別表２適合性確認整理表の◎、★について】
第8条第1項（外部事象）について、固体廃棄物一時保管棟の風荷重
や積雪荷重について言及しているものがあれば示すこと。

固体廃棄物一時保管棟は建家として新規申請であるため、申請資料
に追加する。

R5.9.5
R5.9.25
資料　処理場－２３０－１

39

【別表２適合性確認整理表の◎、★について】
第35条第1項第7号（散逸防止）について、複数の設備、機器等が関
連して散逸防止に係る要求事項を満たしていると考えられるため、そ
れらを含めて説明すること。

拝承。まとめ資料として整理する。 R5.9.5

40
【溢水防止対策】
溢水影響評価について、防護対象機器の選定プロセスを許可書との
関係、閉じ込め機能の確保の観点で整理して説明すること。

原子炉設置変更許可申請書での防護対象機器の選定プロセスの考
え方について説明する。

R5.9.13
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１

41

【溢水防止対策】
溢水源の選定の考え方（水回りを全て抽出し、評価対象とした経緯）
を整理して説明すること。また、設工認その６（セル排風機配電盤溢
水防護カバーの設置）の申請書で評価対象外とした溢水源について
後段の設工認において申請する旨の記載があるので、齟齬が無いこ

R5.9.13

42
【溢水防止対策】
スロッシングによる溢水評価の計算方法について、設工認申請書の
内容を審査会合資料に追加すること。

スロッシングによる溢水評価の計算方法を審査会合資料に追加す
る。

R5.9.13
R5.10.10
資料　処理場－２３１－２

43
【溢水防止対策】
溢水源となる配管が耐震ノンクラスであれば、地震による複数配管の
同時破断も考慮する必要があるので、考え方を説明すること。

R5.9.13

44

【溢水防止対策】
セル排風機配電盤等の被水に対する防護措置の要否判断理由につ
いて、許可で必要としているため、安全機能の重要度分類クラス３の
設備に対して防護措置不要とする記載は適切ではない。
また、ディーゼル発電設備の被水に対する防護措置の要否判断理由
について、ディーゼル発電機自体を冷却するための配管以外無いの
であれば、そのような記載とすべき。

防護措置の要否判断理由について、記載の見直しを図る。また、
ディーゼル発電機を設ける室には、溢水源として考慮する配管がない
ため、記載を改める。

R5.9.13
R5.10.10
資料　処理場－２３１－２

45
【溢水防止対策】（ヒアリングでの回答）
第19条第2項と第35条第2項に対する想定事象と対策の関係性につ
いて、適合条文が分かるように整理すること。

機器や配管の破損、スロッシング等の想定事象に対し、漏えい防止対
策の適合条文を整理する。

R5.9.13
R5.10.10
資料　処理場－２３１－３
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放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
月日

ヒアリング等での回答

令和5年10月5日

46

【溢水防止対策】
管理区域外漏えい防止の観点で設けている堰等については、高さ等
の設計仕様が記載されていないが、漏えい防止に対する考え方を説
明すること。

原子炉設置変更許可申請書において、管理区域外への漏えい防止に
ついては、「漏えいを防止できる堰等を設ける」ことを定めている。各
施設において近隣の貯槽等から廃液等が漏えいした場合の想定水位
に対し、堰高さが十分であることを説明する。

R5.9.13
R5.10.10
資料　処理場－２３１－４

47

【溢水防止対策】
第11条の適合性への説明について、外観の異常の内容を具体的に
説明すること。また、申請書本文の設計仕様又は設計条件に定期事
業者検査の観点を含めて追記すること。

第11条について、定期事業者検査の観点を踏まえ、申請書本文の設
計条件に追記する。

R5.9.13
R5.10.10
資料　処理場－２３１－５

48

【溢水防止対策】（ヒアリングでの回答）
第19条第1項の適合性への説明について、溢水の影響を受けて設備
が停止したとしても、処理は自然に鎮静化に向かう、との記載がある
が、具体的な例を説明すること。

処理設備が停止した場合に処理が沈静化に向かうことについて、処
理設備ごとに説明する。

R5.9.13
R5.10.10
資料　処理場－２３１－６

49
【火災防護】
申請書類に記載している火災防護の３方策（火災の発生防止、感知
及び消火、影響軽減）の対応状況について審査会合資料に追加する

火災防護の３方策について、審査会合資料に追加する。 R5.9.21
R5.10.10
資料　処理場－２３１－２

50
【火災防護】
第２廃棄物処理棟のセル（Bクラス）については３方策を具体的に説
明すること。

第２廃棄物処理棟のセル（Bクラス）の３方策の詳細な内容を説明す
る。

R5.9.21
R5.10.10
資料　処理場－２３１－７

51

【火災防護】
許可書と設工認（後段規制の関係含む）について、火災防護の３方策
の観点で整理すること。また、火災防護対象設備の選定プロセス（許
可書における防護対象の母集団を抽出し、どのように取捨選択して
いるか）を含めて整理すること。

許可書から後段規制の関係を踏まえ、火災防護の３方策の観点で説
明する。また、合わせて防護対象設備の選定プロセスについても、許
可段階の整理から説明する。

R5.9.21
R5.10.10
資料　処理場－２３１－８

52
【火災防護】
内部火災影響評価ガイド（地震時の火災源の考慮など）について、一
部適用しないことの妥当性の考え方を説明すること。

火災ガイドに対し、施設の特徴等に応じてそのまま適用していないも
のが分かるよう、火災ガイドの各項目に対し、妥当性を説明する。

R5.9.21
R5.10.10
資料　処理場－２３１－９

53

【No.9に対するコメント】
圧力逃し弁の弁体が瞬間的な高温に曝される場合においても材質的
に機能が保持されていることについて、同様の作動環境条件におけ
る使用実績を参照する等、説明の補足を検討すること。

過去の試験運転での実績等を踏まえ、説明を補足する。 R5.9.21
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１０

54
【No.11に対するコメント】
機構が所有する無線連絡設備について許可整合の観点から設工認
申請は必要と考えるが、考え方について再度説明していただきたい。

無線連絡設備について設工認に追加し、補正することとする。 R5.9.21
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１１
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放射性廃棄物の廃棄施設ヒアリング（新規制基準対応に係る設工認（その９））に対するコメント及び回答一覧

No. コメント 回答
コメント
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ヒアリング等での回答

令和5年10月5日

55
【No.11に対するコメント】
許可基準規則第30条第1項の適合のための設計方針に記載のある
緊急時構内放送システムについて、設工認で申請されているか。

平成29年８月４日付け29原機（科研）003「原子力科学研究所の原子
炉施設（NSRR原子炉施設）に関する設計及び工事の方法の認可申
請書」により認可済。

R5.9.21
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１１

56

【No.14に対するコメント】
第９編ではシャッターを常時閉としているのに対し、第８編では処理
前・発生廃棄物保管場所の室の出入口について常時開放している扉
を設けない設計としているが、保安規定又は下部規定による運用と
の関係を含めて説明すること。

第9編と第8編の違いを説明した上で、第8編の対応についても保安規
定又は下部規定に定めることとする。

R5.9.25
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１２

57

【No.17に対するコメント】
第９編の固体廃棄物一時保管棟の遮蔽計算について、直接ガンマ線
の計算コードは記載されているが、スカイシャインガンマ線の計算
コードについても追記すること。

計算コード（G33-GP2R)を追記する。 R5.9.25
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１２

58

【No.17に対するコメント】
直近の人の居住の可能性のある敷地境界外の線量評価について、
周辺の施設からの影響を含めた最大の合算値（固体廃棄物一時保
管棟の寄与含む。）で評価すること。また、許可書添付書類九で評価
している原科研各施設の線量の合算値との関係性を説明すること。

人の居住の可能性のある敷地境界外の線量評価について、評価点と
の位置関係が分かる図を追加するとともに、原科研各施設の線量の
合算値との関係を示す。

R5.9.25
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１３

59

【No.18に対するコメント】
技術基準規則第9条（人の不法な侵入の防止）の要求に対して、核物
質防護施設について、核物質防護規定に従って対応しているとする
ならば、本来、許可にその旨記載すべきである。許可に記載がない以
上、設工認申請書で明確に示すべきと考えるが、処理場のリスクなど
も踏まえ、JAEAとして考え方を検討すること。

放射性廃棄物処理場（防護対象特定核燃料物質を一定以上保管して
いる施設含む。）は、ほとんどの施設が安全機能の重要度分類クラス
３の施設であり、リスクが小さいことから、設工認申請書添付書類二の
別紙「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」へ
の適合性確認整理表において、核物質防護規定及び保安規定（その
下部規定も含む。）に基づき、人の不法な侵入等の防止に係る管理を
実施する旨を明確にし、補正申請を行うことを説明する。

R5.9.25
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１５

60

【圧力逃し機構の申請の考え方について（第2回審査会合コメント）】
当該安全弁について、旧技術基準規則第７条と試験炉技術基準規則
第１３条で比較説明しているが、閉じ込め機能の観点であれば、従来
から要求事項に変更がない第35条第1項第4号（排気口以外の漏えい
防止）の観点で合理的に説明した方がよいと考えるが、考え方につい
て再度説明していただきたい。

金属溶融設備及び焼却・溶融設備については、施設竣工時において
旧技術基準規則第25条（廃棄物処理設備）第1項第1号、第4号及び第
5号に対する適合設備であるが、圧力逃し機構は自主的な位置付け
の設備（加熱停止や廃棄物の供給を停止するインターロックの補助機
構）として申請範囲外として申請し、認可を取得している。
　一方、新規制基準対応における原子炉設置変更許可申請書では、
本設備については安全施設として安全機能の重要度クラス３に分類し
ている。現行の技術基準規則第35条（廃棄物処理設備）第1項第1号、
第4号及び第5号に加えて新規要求事項である第7号及び第13条（安
全弁等）についても適合条項として申請を行っている。

R5.9.25
R5.10.10
資料　処理場－２３１－１４
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